
平成31年第1回市議会（定例会）市長提出予定議案概要

【当初提出分】
議案等番号 件　　　名 概　要 提出部局

議案１ １　事故発生日時 環境部

〔一般〕 　　　平成３０年４月１６日　午前１１時６分頃

２　事故発生場所

　　　久留米市津福今町３６１番地３３南側路上（津福本津福今Ｃ４

　　号線）

３　当事者

　　　市　　　環境部環境保全課　男性職員

　　　相手方　久留米市大善寺町在住の男性

４　事故の状況

　　　職員は、公務により車両を運行中、津福本津福今Ｃ４号線を東

　　から西に進行し、上記路上の進路前方の交差点を右折するため、

　　赤信号のため停車中の前方車両と、対向車線上に右折のため一時

　　停止していた相手方車両の間を、中央線に沿って、徐行しながら

　　通り抜けようとしたところ、市車両が中央線を越えたため、相手

　　方車両の右フロントドアミラーに市車両の右フロントドアミラー

　　が接触したもの

５　損害賠償の額

　(1)　人的損害

　　　市は、相手方に対し損害賠償金１１４，１７６円を支払う。

　　　内訳　治療費　　４８，３１１円

　　　　　　交通費　　　　　３２４円

　　　　　　休業損害　４０，３４１円

　　　　　　慰謝料　　２５，２００円

　　　　　　　計　　１１４，１７６円

　(2)　物的損害

　　　市は、相手方に対し市の過失１００パーセントとして損害賠償金

　　６，１５６円を支払う。

　　　その内容は、相手方の車両修繕料６，１５６円である。

６　損害賠償の方法

　　　一時払

（平成３１年１月２９日専決処分）

議案２ 　（別に記載するとおり） 総合政策部

〔予算〕

議案３ 　（別に記載するとおり） 総合政策部

〔予算〕

議案４ 　（別に記載するとおり） 総合政策部

〔予算〕

議案５ 　（別に記載するとおり） 総合政策部

〔予算〕

交通事故によ
る損害賠償の
専決処分につ
いて

平成３０年度
久留米市一般
会計補正予算
（第３号）

平成３０年度
久留米市介護
保険事業特別
会計補正予算
（第３号）

平成３０年度
久留米市下水
道事業会計補
正予算(第２
号）

平成３１年度
久留米市一般
会計予算
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議案６ 　（別に記載するとおり） 総合政策部

〔予算〕

議案７ 　（別に記載するとおり） 総合政策部

〔予算〕

議案８ 　（別に記載するとおり） 総合政策部

〔予算〕

議案９ 　（別に記載するとおり） 総合政策部

〔予算〕

議案１０ 　（別に記載するとおり） 総合政策部

〔予算〕

議案１１ 　（別に記載するとおり） 総合政策部

〔予算〕

議案１２ 　（別に記載するとおり） 総合政策部

〔予算〕

議案１３ 　（別に記載するとおり） 総合政策部

〔予算〕

議案１４ 　（別に記載するとおり） 総合政策部

〔予算〕

議案１５ 　（別に記載するとおり） 総合政策部

〔予算〕

平成３１年度
久留米市後期
高齢者医療事
業特別会計予
算

平成３１年度
久留米市母子
父子寡婦福祉
資金貸付事業
特別会計予算

平成３１年度
久留米市市営
駐車場事業特
別会計予算

平成３１年度
久留米市介護
保険事業特別
会計予算

平成３１年度
久留米市農業
集落排水事業
特別会計予算

平成３１年度
久留米市特定
地域生活排水
処理事業特別
会計予算

平成３１年度
久留米市国民
健康保険事業
特別会計予算

平成３１年度
久留米市競輪
事業特別会計
予算

平成３１年度
久留米市卸売
市場事業特別
会計予算

平成３１年度
久留米市住宅
新築資金等貸
付事業特別会
計予算
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議案１６ 　（別に記載するとおり） 総合政策部

〔予算〕

議案１７ 　（別に記載するとおり） 総合政策部

〔予算〕

議案１８ １　契約の目的 総務部

〔一般〕 　　　平成３１年度に係る包括外部監査契約に基づく監査の実施及び

　　当該監査の結果に関する報告の提出

２　契約の相手方

　(1)　住所　久留米市諏訪野町

　(2)　氏名　川野　武志

　(3)　資格　公認会計士

３　契約金額

　　　１，３３８万１，６００円を上限とする額

議案１９ 　老人の福祉を増進することを目的とする事業を行う団体に施設を貸 健康福祉部

〔一般〕 し付けるため、建物の一部を取得しようとするもの

１　取得する財産

　(1)　種別　　　建物

　(2)　所在地　　久留米市宮ノ陣町大社４７５番１

　(3)　構造　　　鉄筋コンクリート造１階建

　(4)　延床面積　６７１平方メートルのうち２２０平方メートル（大

　　　　　　　　 ホール、小ホール、大会議室及び和室）

２　取得予定価格

　　　５，１８５万１，８１５円

３　取得年度

　　　平成３０年度

４　支払方法

　　　一時払（平成３０年度）

議案２０ １　指定管理者に管理を行わせる公の施設 市民文化部

〔一般〕 　　　久留米市野中生涯学習センター

２　指定管理者に指定する者

　　　久留米市野中町１０１５番地

　　　　公益財団法人久留米文化振興会

３　指定する期間

　　　平成３１年４月１日から平成３２年３月３１日まで

議案２１ 　中高年齢労働者福祉センターの管理を行わせる指定管理者の指定 商工観光労働部

〔一般〕 期間（平成２８年１２月１６日に議決を受けて延長された指定期間

をいう。）を延長するもの

　現行の指定期間

　　平成２４年４月１日から平成３１年３月３１日まで

　延長後の指定期間

　　平成２４年４月１日から平成３２年３月３１日まで

議案２２ 　市営住宅の家賃を滞納している者５人に対し、市営住宅の明渡し 都市建設部

〔一般〕 請求及び滞納家賃等支払請求の訴えを提起するもの

久留米市野中
生涯学習セン
ターの指定管
理者の指定に
ついて

財産（建物の
一部）の取得
について

包括外部監査
契約の締結に
ついて

訴えの提起に
ついて

中高年齢労働
者福祉セン
ターの指定管
理者の指定期
間の延長につ
いて

平成３１年度
久留米市水道
事業会計予算

平成３１年度
久留米市下水
道事業会計予
算
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議案２３ １　事故発生日時 都市建設部

〔一般〕 　　　平成３０年４月１８日　午前１１時３３分頃

２　事故発生場所

　　　久留米市諏訪野町２６６９番地１北側路上（国道３２２号）

３　当事者

　　　市　　　都市建設部住宅政策課　男性職員

　　　相手方　久留米市国分町在住の女性

４　事故の状況

　　　職員は、公務により車両を運行中、上記路上において、職員

　　の前方不注意により赤信号のため停車していた相手方車両の後

　　部に追突したもの

５　損害賠償の額

　　　市は、相手方に対し損害賠償金１，６１９，８１０円を支払う。

　　　内訳　治療費　　　６０３，３７０円

　　　　　　交通費　　　　２８，７４０円

　　　　　　休業損害　　４６１，７００円

　　　　　　慰謝料　　　５２６，０００円

　　　　　　　計　　１，６１９，８１０円

６　損害賠償の方法

　　　一時払

議案２４ １　指定管理者に管理を行わせる公の施設 都市建設部

〔一般〕 　(1)　下笹林公園

　(2)　北田公園

　(3)　日隈公園

　(4)　山下第二公園

２　指定管理者に指定する者

　　　久留米市長門石一丁目１５番１５号

　　　　公益財団法人久留米市都市公園管理センター

３　指定する期間

　　　平成３１年４月１日から平成３３年３月３１日まで

交通事故によ
る損害賠償に
ついて

都市公園の指
定管理者の指
定について
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議案２５ 　建築基準法の一部改正に伴い、壁面線等に係る建築物の建蔽率の 総務部

〔条例〕 特例許可申請手数料等を定め、及び条文中の用語の整理を行い、

並びにり災証明書交付手数料を廃止するため、条例の一部を改正し

ようとするもの

＜主な内容＞

１　建築基準法の一部改正に係る手数料関係

　壁面線等に係る建築物の建蔽率の特例許可申請手数料を新設

  　１件につき　３３，０００円

　用途変更を２以上の工事に分けて行う建築物の工事の全体計画の

　認定申請手数料を新設

  　１件につき　２７，０００円

　用途変更を２以上の工事に分けて行う建築物の工事について認定

　を受けた全体計画の変更認定申請手数料を新設

  　１件につき　２７，０００円

　使用期間が１年以内の用途変更許可申請手数料を新設

　(1)　使用期間が１月以内のとき

　　１件につき　６０，０００円

　(2)　使用期間が１月を超えるとき

　　１件につき　１２０，０００円

　使用期間が１年を超える用途変更許可申請手数料を新設

　　１件につき　１６０，０００円

２　り災証明書交付手数料関係

　火災によるり災証明書交付手数料及び火災以外の災害によるり災

　証明書交付手数料を廃止

（施行日：１については建築基準法の一部を改正する法律の施行の日

　　　　　又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日、２については

　　　　　平成３１年４月１日）

議案２６ 　部の分掌事務を改めるため、条例の一部を改正しようとするもの 総務部

〔条例〕 ＜主な内容＞

　防災及び消防団に関することを都市建設部から総務部に移管

（施行日：平成３１年４月１日）

議案２７ 　久留米市地下水汚染対策委員会の担任事務を拡充し、及び名称を 総務部

〔条例〕 変更し、並びに久留米市特定空家等対策審議会を設置するため、

条例の一部を改正しようとするもの

＜主な内容＞

１　久留米市地下水汚染対策委員会の担任事務の拡充及び名称の変更

　(1)　担任事務を「地下水汚染の原因、対策等に関する事項」から

　  「公害の原因、対策等に関する事項」に拡充

　(2)　名称を「久留米市公害対策委員会」に変更

２　空家等対策の推進に関する特別措置法第２条第２項の特定空家等

　に関する事項について調査審議する久留米市特定空家等対策審議会

　を設置

（施行日：平成３１年４月１日）

議案２８ 　民生委員の定数を変更するため、条例の一部を改正しようとする 健康福祉部

〔条例〕 もの
＜主な内容＞

　民生委員の定数を「５７５人」から「５８０人」とするもの

（施行日：平成３１年１２月１日）

久留米市手数
料条例の一部
を改正する条
例

久留米市行政
組織条例の一
部を改正する
条例

久留米市附属
機関の設置に
関する条例の
一部を改正す
る条例

久留米市民生
委員定数条例
の一部を改正
する条例
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議案２９ 　久留米市国民健康保険事業の運営に関する協議会の委員の定数及び 健康福祉部

〔条例〕 保険料の減免の特例に係る要件を改めるため、条例の一部を改正しよ

うとするもの

＜主な内容＞

１　久留米市国民健康保険事業の運営に関する協議会の委員に被用者

　保険等保険者を代表する委員２人を追加

２　被用者保険の被扶養者から国民健康保険の被保険者となった者に

　係る保険料のうち、応益割の減免期間を２年とするもの

（施行日：平成３１年４月１日）

議案３０ 　高額療養費支払資金貸付基金の額を改めるため、条例の一部を改正 健康福祉部

〔条例〕 しようとするもの

＜主な内容＞

　久留米市高額療養費支払資金貸付基金の額を「４，５００万円」

から「１，０００万円」とするもの

（施行日：平成３１年４月１日）

議案３１ 　老人に対する教養の向上及びレクリェーション等のための場の提供 健康福祉部

〔条例〕 を地域が自ら運営する施設において主体的に行うことに伴い、市が

設置する宮ノ陣老人いこいの家を廃止するため、条例の一部を改正し

ようとするもの

＜主な内容＞

　宮ノ陣老人いこいの家を廃止

（施行日：平成３１年４月１日）

議案３２ 　介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準の一部 健康福祉部

〔条例〕 改正に伴い、特定の業務を委託する際に満たすべき基準を改めるため、

条例の一部を改正しようとするもの

＜主な内容＞

　介護医療院の管理者が検体検査等の業務を委託する際に満たすべき

基準を整理するもの

（施行日：平成３１年４月１日）

議案３３ 　災害弔慰金の支給等に関する法律及び災害弔慰金の支給等に関する 健康福祉部

〔条例〕 法律施行令の一部改正に伴い、災害援護資金の貸付利率及び保証人要件

を改め、並びに災害援護資金の償還方法に月賦償還を加えるため、条例

の一部を改正しようとするもの

＜主な内容＞

１　貸付利率を３パーセントから保証人を立てる場合は、無利子、

　保証人を立てない場合は、１パーセントに変更

２　保証人を立てること、又は保証人を立てないことを選択できるよう

　に変更

３　償還方法として、現行の年賦償還及び半年賦償還に月賦償還を追加

（施行日：平成３１年４月１日）

議案３４ 　久留米市子育て交流プラザのサークル活動室を相談業務に用いる 子ども未来部

〔条例〕 相談室に変更するため、条例の一部を改正しようとするもの

＜主な内容＞

　久留米市子育て交流プラザのサークル活動室を相談業務に用いる

相談室とするもの

（施行日：平成３１年７月１日）

久留米市災害
弔慰金の支給
等に関する条
例の一部を改
正する条例

久留米市子育
て交流プラザ
条例の一部を
改正する条例

久留米市介護
医療院の人
員、施設及び
設備並びに運
営の基準に関
する条例の一
部を改正する
条例

久留米市老人
いこいの家条
例の一部を改
正する条例

久留米市国民
健康保険条例
の一部を改正
する条例

久留米市高額
療養費支払資
金貸付基金条
例の一部を改
正する条例
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議案３５ 　水道法施行令及び水道法施行規則ようとするもの一部改正に伴い、 上下水道部

〔条例〕 布設工事監督者及び水道技術管理者の資格基準を改めるため、条例

の一部を改正しようとするもの

＜主な内容＞

１　久留米市水道の布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに

　水道技術管理者の資格基準に関する条例の一部改正

　布設工事監督者及び水道技術管理者の資格基準に学校教育法に基

づく専門職大学の前期課程を修了した場合を追加

２　久留米市専用水道の水道技術管理者の資格基準に関する条例の

　一部改正

　水道技術管理者の資格基準に学校教育法に基づく専門職大学の前

期課程を修了した場合を追加

（施行日：平成３１年４月１日）

議案３６ 　風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律により、本条例 都市建設部

〔条例〕 の制定目的が達成できるため、条例を廃止しようとするもの

＜主な内容＞

　久留米市モーテル類似施設の建築規制に関する条例の廃止

（施行日：平成３１年４月１日）

議案３７ 　市営熊田団地集会所を廃止しようとするもの 都市建設部

〔条例〕 ＜主な内容＞

　市営熊田団地集会所を廃止

（施行日：平成３１年４月１日）

議案３８ 　都市公園法及び都市公園法施行令の一部改正に伴い、住民１人 都市建設部

〔条例〕 当たりの都市公園の敷地面積の標準を改め、並びに公募対象公園

施設の設置基準及び利便増進施設の公園占用料を定めようとする

もの

＜主な内容＞

１　住民１人当たりの都市公園の敷地面積の標準

　市民１人当たりの都市公園の敷地面積の標準（市域１０㎡以上、

市街地５㎡以上）から市民緑地（住民の利用に供する緑地）の市民

１人当たりの敷地面積を控除するもの

２　公募対象公園施設の建蔽率

　公募対象公園施設の建蔽率の上乗せ（１０パーセント）を定め

るもの　

３　占用物件(利便増進施設)の特例

　利便増進施設である自転車駐車場、看板及び広告塔の占用料を

定めるもの

（施行日：平成３１年４月１日）

議案３９ 　廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部改正に伴い、 環境部

〔条例〕 市が設置する一般廃棄物処理施設の技術管理者の資格基準を改め

ようとするもの

＜主な内容＞

　一般廃棄物処理施設の技術管理者の資格要件に学校教育法に基づく

専門職大学の前期課程を修了した場合を追加

（施行日：平成３１年４月１日）

久留米市営住
宅条例の一部
を改正する条
例

久留米市都市
公園条例の一
部を改正する
条例

久留米市廃棄
物の処理及び
清掃に関する
条例の一部を
改正する条例

久留米市モー
テル類似施設
の建築規制に
関する条例を
廃止する条例

久留米市水道
の布設工事監
督者の配置基
準及び資格基
準並びに水道
技術管理者の
資格基準に関
する条例及び
久留米市専用
水道の水道技
術管理者の資
格基準に関す
る条例の一部
を改正する条
例
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議案４０ 　地方自治法第２３７条第２項に規定する条例による普通財産の譲与 総務部

〔条例〕 又は譲渡について、時価による売払いが困難な場合の規定を整備しよ

うとするもの

＜主な内容＞

１　長期未売却物件

　次のすべてを満たすものについて時価より低い価額（競争入札に

付するときに定めた予定価格の額の１０分の７以上の額とする。）で

譲渡することができるとするもの

　(1)　普通財産（不動産及びその従物に限る。）

　(2)　売払いに係る競争入札に付し入札者がないとき。

　　（又は、入札者が予定価格を満たさない場合に、地方自治法施行

　　令第167条の8第4項の規定に基づき行う再度の入札でも落札者がな

　　いとき。）

　(3)　その後に同令167条の2第1項第8号の規定による随意契約を行う

　　ために契約を結ぶ者を募集したにもかかわらず、募集開始日から

　　１年を経過しても申し込みがないとき。

２　里道・水路等

　次のすべてを満たすものについて、譲与又は時価よりも低い価額で

譲渡ができるとするもの

　(1)　公用・公共用財産の用途廃止によって生じた普通財産

　(2)　狭小地、不整形地その他単独で利用することが困難な土地

　(3)　その隣接地の所有者に譲渡するとき（道水路を介して隣接して

　　おり、当該土地との一体利用が可能と認められるものを含む。）

　(4)　譲渡の相手方が用途廃止に係る測量等の費用を負担している場合

（施行日：１については平成３１年４月１日、２については平成３１年

　　　　　７月１日）

議案４１ 　児童福祉施設の設備及び運営に関する基準の一部改正に伴い、心理 子ども未来部

〔条例〕 療法担当職員及び母子支援員の要件を改めようとするもの

＜主な内容＞

１　心理療法担当職員の資格要件である大学において所定の学科等を

　修めて卒業した者について、当該大学に短期大学を含まないことを

　明確化

２　母子支援員の要件に学校教育法に基づく専門職大学の前期課程を

　修了した場合を追加

（施行日：平成３１年４月１日）

議案４２ 協働推進部

〔一般〕

【追加提出分】

議案等番号 件　　　名 概　要 提出部局

議案４３ 　吉村晋一郎氏、岡和子氏、林昭久氏及び宇野惠氏の任期満了（平成 協働推進部

〔人事〕 ３１年６月３０日）により、後任の候補者を法務大臣に推薦するに当

たり、市議会の意見を求めるもの

１　指定管理者に管理を行わせる公の施設
　(1)　久留米市国分教育集会所
　(2)　久留米市草野教育集会所
　(3)　久留米市梅満教育集会所
　(4)　久留米市善導寺教育集会所
　(5)　久留米市西町教育集会所
　(6)　久留米市水分教育集会所
　(7)　久留米市牧教育集会所
　(8)　久留米市北野教育集会所
２　指定管理者に指定する者
　　　久留米市梅満町４５１番地３
        久留米市教育集会所運営委員会連絡協議会
３　指定する期間
　　　平成３１年４月１日から平成３６年３月３１日まで

財産の交換、
譲与、無償貸
付け等に関す
る条例の一部
を改正する条
例

久留米市児童
福祉施設の設
備及び運営の
基準に関する
条例の一部を
改正する条例

久留米市教育
集会所の指定
管理者の指定
について

人権擁護委員
候補者の推薦
について
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